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１．東京都におけるこれまでの土壌汚染対策
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本日の内容



１．東京都におけるこれまでの
土壌汚染対策の取組み



東京都における土壌汚染の課題

• 特に中小事業者が円滑に土壌汚染対策を
進めることが困難
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○ 知識・情報の不足 （法や条例等の内容、土壌汚染調査

や対策に関する知識・情報が不足）

○ 対策の高コスト化 （掘削除去の偏重、

土地が狭隘で対策費が割高）

○ 乏しい資金力 （操業のための借入金等により、対策費

の捻出が困難）

○ 操業中の対策不足（未然防止対策や操業中の汚染状況の
把握及び対策実施の取組が不十分）

背

景

4



• 2001     環境確保条例に基づく土壌汚染対策を開始

• 2003     土壌汚染対策法施行

• 2004～

• 2005～

• 2006     土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会
～2008  「東京都における土壌汚染の課題と対策の方向性について」

• 2010     改正土壌汚染対策法施行

• 2010

• 2012 土壌汚染対策アドバイザー派遣制度

中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン

土壌汚染処理技術フォーラム・土壌汚染対策セミナー

簡易で迅速な分析技術の選定 ⇒  操業中アドバイザー
簡易調査で利用

東京都の土壌汚染対策の取組み１
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• 2012     土壌汚染対策における環境負荷評価手法検討会
～2014  環境負荷評価手法ガイドライン・環境負荷定量評価ツール作成

• 2016 「土壌汚染対策制度の見直しに向けた国への意見提出」

• 2017     

• 2018     改正土壌汚染対策法・改正環境確保条例施行
～2019    

• 2019

• 2020
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総合相談窓口設置・アドバイザー制度簡易調査の追加

「土壌汚染に合理的に対応するためのガイドライン
（仮称）」作成予定

中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン改訂

法台帳情報公開システム運用開始

東京都の土壌汚染対策の取組み２



フォーラム・セミナーの開催

• 土壌汚染処理技術に関する情報提供
• 合理的で低コストの処理技術の普及促進

により中小事業者の土壌汚染対策を円滑に進める

• 2004年(H16)7月 第1回開催
以降、これまでに14回開催（原則年１回）
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• 土壌汚染対策に関する情報提供

により、正しい知識の普及を促進する

• 2005年(H17)2月 第1回開催

以降これまでに12回開催（原則年１回）

土壌汚染処理技術フォーラム

土壌汚染対策セミナー



• 土壌汚染による健康リスク

• 土壌汚染の調査・手続き等に
関する基礎的な知識

• 合理的な土壌汚染対策を選択
するための具体的な手順
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東京都環境局のHPからダウンロードできます。

～土壌汚染対策を円滑に進めるために～

法・条例改正を踏まえ、昨年7月に一部改訂

さらに、今年度改訂作業を実施中

中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン



アドバイザー

①派遣の申し込み 東京都

業務受託者

中小企業

④企業を訪問・
技術的な助言

②アドバイザー
の派遣を決定

③適切なアドバイ
ザーを選定・派遣

土壌汚染対策アドバイザー派遣制度のしくみ

中小事業者による円滑な土壌汚染対策の取組を支援・

促進するため、技術的な観点から適切なアドバイスを行

う専門家を派遣する東京都独自の制度（H23年度～）
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派 遣

無料

土壌汚染対策アドバイザー制度



土壌汚染対策の手順、法令の手続きの方法

土壌汚染状況調査の方法、調査の際の留意点

事業者に合わせた合理的な対策手法の提案

土壌汚染の未然防止対策や操業中に可能な対策の

提案

派遣対象

・都内の中小事業者で、施設の廃止に伴い法令の
適用を受ける中小事業者（又は土地所有者）

・現在操業中で、将来、法令の適用を受ける中小
事業者（又は土地所有者）

アドバイス
内容（例）

※アドバイザーの派遣にかかる費用は無料

（調査や対策に要する費用は事業者の負担）
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土壌汚染対策アドバイザー制度
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 工場等を廃止する中小事業者が、法や条例に基づく土壌汚染対策を実施
する際に、土壌汚染調査、対策技術及び関連法規等に関して、アドバイ
ザーを派遣することにより、合理的な対策を推進する制度を構築。

平成２３年度 制度開始（廃止時アドバイザー）

平成２４年度 操業中アドバイザーの追加・出前講座の追加

 中小事業者が自主的に行う土壌汚染対策の負担軽減及び計画的な土壌汚
染対策を推進するとともに土壌・地下水汚染への早期の対応を促進する
制度改正。

 工場等への派遣だけでなく、中小事業者の学習会などへの派遣を開始。

平成２６年度 土地所有者への派遣追加
 上記案件に該当する土地所有者からの申し込みも可能とした。

平成２９年度 総合相談窓口・簡易調査の追加

 土壌汚染対策に関する一般的な相談を受け付ける相談窓口業務を追加。
 中小事業者の希望により、より的確な操業中対策の助言を受けられるよ

うに、アドバイザーによる簡易分析の実施を可能とした。

土壌汚染対策アドバイザー制度の充実



 土壌汚染対策に関する一般的な相談を受け付けています。
 直接電話による相談することができ、必要に応じて都庁内の窓口で相談

ができます。
 窓口にお越しになる場合は、お電話での事前予約をお願いいたします。
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○窓口設置場所：新宿区西新宿２－８－１都庁第二本庁舎２０階
○直通電話番号：０３－５３８８－３４６８
○受付時間９：００から１７：００まで（土・日・祝日を除く）

主な相談内容
・合理的な土壌汚染対策に関する説明
・指定調査機関及び計量証明機関等の選定
・土壌汚染の健康影響・事業場周辺へのリスク
・法令の対象とならない土地における自主的な調査や対策
・廃止後の土地取引などに係る土壌汚染対策に関する問合せ など

総合相談窓口における中小事業者支援
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＜検討経緯＞
①土壌汚染対策における環境負荷評価手法検討会

(独)産業技術総合研究所との共同研究 （H24・25）

②検討会報告、環境負荷評価手法ガイドライン作成 (H26)

③環境負荷定量評価ツール開発 (H26)
サイト名 作成日

作成者 備考欄

■共通

項目 記号 単位 数値 備考
自動計算 手入力値 確定値

敷地範囲 敷地長 Xe m 0 入力値

敷地幅 Ye m 0 入力値

敷地面積 Ae m2 0 0 計算値

調査関係 対象物質 0
重金属、VOC、重金属＋VOCのいずれかを選択。
選択に応じて、表示されるシートが変化します。

土壌ガス調査地点数 Ngas 地点 0 0 100m2あたりに1地点

表層土壌調査地点数 Nsoil 地点 0 0 500m2あたりに5地点

ボーリング調査地点数 Nbor1 地点 0 0 ガス・表層調査地点数の50%

追加ボーリング調査地点数 Nbor2 地点 0 0 ボーリング地点数の20%

観測井戸設置地点数 Nwell 地点 2 2 デフォルト値

土壌対策範囲 対策範囲長 Xs m 0 入力値

対策範囲幅 Ys m 0 入力値

対策範囲深さ Zs m 0.0 入力値

対策範囲面積 As m2 0 0 計算値

対策範囲体積 Vs m3 0 0 計算値

土壌の湿潤密度 t/m3 1.8 1.8 入力値

対策土壌質量 Ws t 0 0 計算値

地下水対策範囲 対策範囲長 Xg m 0

対策範囲幅 Yg m 0

対策範囲深さ Zg m 0

地下水面深さ DWL m 0

対策範囲面積 Ag m2 0 0

対策範囲体積 Vg m3 0 0

運搬距離（自動車） 資材運搬距離（片道） DT-i km 20 20 入力値

機材運搬距離（片道） DT-E km 20 20 入力値

土壌運搬距離（セメント、片道） km 20 20 入力値
土壌運搬距離（埋立、片道） km 20 20 入力値
土壌運搬距離（洗浄、片道） km 20 20 入力値

運搬距離（船） 土壌運搬距離（セメント、片道） km 0 0 入力値
土壌運搬距離（埋立、片道） km 0 0 入力値
土壌運搬距離（洗浄、片道） km 0 0 入力値

■仮囲いデータ入力欄

単位 数値 根拠、備考
自動計算 手入力値 確定値

仮囲い種類 万能鋼板 万能鋼板 万能鋼板とネットフェンスのいずれかを選択
延長 m 0 0 初期値は、敷地長と敷地幅から算出される
資材運搬距離（片道） km 20 20 基本データ欄入力値から引用
ネットフェンス仕様 1枚当り質量 kg/1.8m 14 14 自動計算欄の数値は、初期値
万能鋼板仕様 高さ m 3 3 自動計算欄の数値は、初期値

鉄板単位面積質量 kg/m2 11.1 11.1 自動計算欄の数値は、初期値
総質量 仮囲い鉄板 kg 0 0

フック kg 0 0
単管 kg 0 0
単管ジョイント kg 0 0
クランプ kg 0 0

計 kg 0 － 0

目次に戻る　>>
本シート自動計算 環境負荷自動計算

環境負荷に配慮した土壌汚染対策(ＧＲ)
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「土壌汚染対策制度の見直しに向けた国への意見提出」



＜閲覧方法＞
〇都の庁舎にて閲覧（紙ベース）
〇法の台帳：土壌汚染情報公開システム

（ＷＥＢ上で検索・閲覧可能。Ｒ元年５月15日より運用）

https://wwwdojou.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/SoilPollution/Search/
15

〇法：区域指定された際は台帳を調製（法第15条）

・ H15年～ 区域指定台帳を公開

〇法：区域解除された際の台帳を調製（改正法第15条）

・ H30年～ 区域指定解除台帳を公開

※H30年度以前に区域指定が解除されたもの

⇒「消除台帳」として整理し公開（内容は解除台帳と同様）

〇条例：汚染状況調査により汚染が確認された際は台帳を調製

（改正条例第118条の2） ・H31年～ 台帳を公開

台帳の情報公開

https://wwwdojou.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/SoilPollution/Search/
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（参考）台帳公開システムの運用実績



２．東京都における区域指定と
対策の現状
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H22年の法改正に伴い、全解除率低下
（形変区域の運用開始）

今後も同水準の全解除率で推移
していくことが予想される
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H22年の法改正に伴い、指定件数増加
(法第4条運用開始による調査機会増)

今後も増加していくことが予想される

区域指定件数の累計
（平成15～30年度）

区域指定の全解除率の割合
（平成15～30年度）

区域指定・解除件数の推移
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（平成30年度末現在）

注：直近年については、現在計画中やモニ
タリング中で全解除予定のものがある。
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H19

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

Ｈ28

土壌汚染対策の実施割合（100％に換算）

改変部分のみ掘削除去 全量掘削除去 原位置浄化

舗装・盛土封じ込め その他

約20％減少

約80％

「全量掘削除去」：平成19年約70％ ⇒ 平成25～28年約50％
減少分は「改変部分のみ掘削除去」に代わっている。

（新築工事に伴い基礎等の掘削部分の汚染土壌のみ除去という選択）

現状は半数は全量掘削除去！

減少分が改変部分へ

対策手法とその傾向

19

（平成30年度末現在）
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〇法７条１項汚染除去等計画書（法改正事項）
H31年度の届出数 ：11件（12月末時点）
※法３条案件：８件、法４条案件：３件

〇指示措置＝実施措置：６件
※実施措置：地下水の水質の測定５件、

原位置封じ込め１件

〇指示措置≠実施措置：５件
※実施措置：掘削除去＋原位置浄化２件

掘削除去のみ２件、原位置浄化のみ１件

要措置区域：汚染除去等計画書の届出事例

現状は半数が、指示措置と異なる土壌汚染の除去を選択！



（条例施行通知別紙
「東京都土壌汚染対策指針（平成31年4月1日施行）の内容について」 p.36）

検討の視点 記載例

技術面 「対象地で適用可能な工法を比較検討した結果、施工可能な措置が
当該措置しかなかったため」

土地取引・土地
利用

「今後の土地利用において地下構造物を構築するため、工事範囲の
汚染土壌の除去が必要であるため」
「土地返還時の条件として原状復帰が求められているため。」

コスト 「複数工法を比較検討した結果、当該措置が最も費用対効果が高い
と考えられたため」

工期 「この後の土地開発計画のスケジュール上、６か月以内に土壌汚染
対策工事を完了させる必要があり、それを満たす工法が当該措置の
みであったため」

環境負荷 「複数の工法における環境負荷を試算したところ、この工法が最も負
荷が小さかったため」

関係者の合意 「土地所有者、開発者、周辺住民等の関係者で意見交換を行った結
果、周辺住民の生活影響の低減が重視され、関係者間でこの措置の
実施について合意が得られたため。」

↑今後、「比較検討」の視点をこのように広げることを促していく。

措置の選択理由
条例：拡散防止計画において、措置の方法と理由を記載

21



土壌汚染≠ 危険な土壌、除去が必要な土壌
＝ 管理を要する土壌

22

これまでは・・・

・商慣習、不動産評価における「基準不適合＝瑕疵」という認識
・土壌汚染は本来存在しないもの＝除去という偏った常識
・土壌汚染への心理的嫌悪
⇒「区域指定されていないこと」「基準適合であること」という、
わかりやすくて確実な条件の達成が求められてきた。

これからは・・・

現実的には、必ずしも浄化をしなくとも、健康影響がない状態に
保つことができる。

・リスクベースの考え方（法、条例）
・一定濃度を超える汚染への措置（条例）
・自然由来等の特例の拡大（法）

⇒土壌汚染は「除去しなければならないもの」ではなく、「条件に
応じて管理していくもの」と認識することが求められる。

「土壌汚染」という状態とは？



３．合理的な土壌汚染対策
推進の取組み



24

東京が目指す将来像
「世界一の環境先進都市・東京」の実現

政策展開の視点
最高水準の都市環境の実現
サステナビリティ
連携とリーダーシップ

政策展開において留意すべき事項

環境政策と経済成長が両立することはもちろん、相互に良い
影響をもたらすように施策を構築・展開

東京２０２０大会後においても、環境政策やその成果を継続・
発展

持続可能な都市の実現に向け、新たな価値観やライフスタイ
ルを創出

東京都環境基本計画2016
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Ⅱ‐4 快適な大気環境、良好な土壌と水環境の確保
2 化学物質による環境リスクの低減

あるべき姿

化学物質等による環境リスクの低減が図られ、安心し
て暮らせる生活環境が確保されている。
・化学物質の排出が抑制され、環境リスクの低減が進んでいる。

・合理的な土壌汚染対策が選択され、処理（管理）が進んでい
る。

目標
化学物質の環境への排出量を更に低減する。

環境面・経済面・社会面にも配慮した土壌汚染対策を推進
する。

東京都環境基本計画2016
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施策の方向性
「最適な土壌汚染対策を選択する手法の検討」

「対策実施に係る全ての過
程での環境負荷の低減
（環境面）とともに、コスト

の削減（経済面）や近隣住
民等の理解促進（社会面）

などの視点を踏まえ、事業
者による合理的な対策の
選択を促すための手法を
検討していく。」

「土壌汚染に合理的に対応するためのガイドライン（仮称）」
の作成

環境負荷にも配慮した土壌汚染対策
(グリーン・レメディエーション：ＧＲ) (サステーナブル・レメディエーション：ＳＲ)

東京都環境基本計画2016



関係構築による理解促進・
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最適なバランス

汚染土壌の
完全除去

土壌汚染地の
リスク管理

環境
【大気・騒音・
粉じん・ＣＯ２・
廃棄物等】

経済
【対策コスト・
経済効果等】

社会
【安全確保・
地域ニーズ等】

• 本来の”ＳＲ”は、空間的・時間的に影響対象を広く捉えるべきもの
• 「土壌汚染に合理的に対応するためのガイドライン（仮称）」は、目的・

影響対象を限定し、まず「やってみる」ことを重視

土地利用を踏まえた
最適な対策

ガイドラインのコンセプト



全量掘削除去

28

土壌汚染発覚

一般的には・・・

合理的に対応することで・・・

土壌汚染発覚
措置選択に用いる
評価指標の選定

全量掘削除去

管理方法Ａ

措置方法を評価・
比較検討し選択

その他の方法

事業者が選択・決定

関係者と一緒に検討

環境 経済 社会

対策による
負荷・影響

負荷が見えていない

選択肢が見えていない

プロセスが見えない

管理方法Ｂ

管理方法Ｃより良い選択が可能に

プロセスが明らかに

負荷の比較が可能に

ガイドラインの目的



ウチの土地に土壌汚染が見つかってし
まった！
買い手はつくかなぁ。。。
何とか活用できないかなぁ。。。

土地所有者

どこかに事業用地に適した土地はない
かなぁ。。。

開発事業者 今度の開発用地、土壌汚染があるらし
い。どうしたものか。。。

不動産事業者

土地の仲介いたします！ただし、土
壌汚染がありますが・・・。

・土地売却
・遊休地の利活用

・土地所有者情報
・開発事業者情報
・上記、2者のマッチング

・事業用地の探索
・開発事業の実施

 土地所有者と開発事業者とのマッチングが重要

土地利活用の場面における利害関係者

29



30

対策範囲（所有者が実施） 改変範囲（開発事業者が実施）

掘削除去後の埋戻し
⇒次の用途が分からないので

外部調達した基準適合土で
埋め戻す

根切り分の掘削
⇒埋め戻した適合土を再度搬出
その他部分の掘削
⇒調査で基準適合していた土を場外搬出

合理的な対応の例
• 改変で掘削しない範囲の埋戻し土については、改変で掘削する見込みの場

内の基準適合土を先に掘削して利用する。
• それ以外の根切り範囲については、砕石等による一時的な埋戻しを行う。

良くある不合理な対応の例

 対策時に先の見通しを立てることが重要。
 対策～建築までを一貫して設計することが望ましい。

土地利活用におけるコーディネートの重要性

30
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〇合理的対応を実施しなかったケースと、実施したケースを比較
〇さらなる合理化のポイントがあれば、解説（10事例程度作成予定）

• 敷地内全域について区域指定を受け、汚染土壌を全量場内で
利用した事例

合理的な対応を実施しなかった場合・・・

①汚染のある範囲のみ区域指定

法第４条の届出を行うために土壌汚染調
査を実施。その結果に基づいて届出を行い、
汚染のあった単位格子について区域指定
（形質変更時要届出区域）を受ける。

②汚染土壌を掘削除去

敷地内の全ての汚染土壌を掘削除去し、
汚染土壌処理施設に搬出、購入土にて埋め
戻して整地。

地下水の流れ

基準不適合
土壌

適合土

地下水面

掘削中 掘削後

掘削
基準不適合土壌を

掘り出す

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

浄化処理
基準不適合土壌を場外ある

いは場内で適正に処理する

埋め戻し
適合土で埋め戻す

土留め矢板

地下水の流れ

基準不適合
土壌

適合土

地下水面

掘削中 掘削後

掘削
基準不適合土壌を

掘り出す

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

浄化処理
基準不適合土壌を場外や

場内で適正に処理する

埋め戻し
適合土で埋め戻す

土留め矢板

③指定解除前に建物を設置

指定区域内から杭打ちや根切りで発生す
る土壌は、みなし汚染土として汚染土壌処
理施設に搬出して処理。盛土が必要な箇所
には購入土にて盛土実施。

購入土で盛土

杭残土、根切り
掘削発生土はみ
なし汚染土とし
て場外搬出

環境的側面 経済的側面 社会的側面

大気へ
の負荷

エネル
ギー使
用量

揚水量
と汚水
処理量

緑地面
積

資源消
費量と
廃棄物

対策コ
スト

ランニ
ングコ
スト

雇用の
創出

企業価
値

工期と
その柔
軟性

交通量 法令順
守

地域景
観への
寄与

意思決
定への
参画

生活環
境の変
化

各側面の評価

評価の示し方は今後検討。（数値、○△×･･･）

合理的な対応を実施した場合・・・

①敷地全域を区域指定

法第４条の届出で汚染のあった単位格子
について区域指定（形質変更時要届出区
域）を受けた後、残りの範囲について法第
14条の自主申請を行い区域指定を受ける。

②汚染土壌を場内仮置き

汚染土壌処理は行わず、通常通り杭打ち
や根切りを実施。その際発生した汚染土壌
は、汚染拡散防止措置をして場内に仮置き。

③汚染土壌で盛土や埋戻し

仮置きした土壌は場内の埋戻しや盛土に
活用。表層は舗装や良質土被覆＋植栽等で
被覆。場外に汚染土壌を搬出せずに建築工
事を完了した。
盛土部分に植栽帯を設けたことで、地域

の景観向上につながった。

汚染土壌で盛土

浸透・飛散防止措
置をして仮置き

・法第14条の自主申請を行い、敷地全域を形質変更時要届出区域に。
・汚染土壌を舗装や植栽で露出させないようにして有効利用。

ポイント

地下水の流れ

基準不適合
土壌

適合土

地下水面

掘削中 掘削後

掘削
基準不適合土壌を

掘り出す

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

浄化処理
基準不適合土壌を場外や

場内で適正に処理する

埋め戻し
適合土で埋め戻す

土留め矢板

良質土被覆＋植栽

舗装

環境的側面 経済的側面 社会的側面

大気へ
の負荷

エネル
ギー使
用量

揚水量
と汚水
処理量

緑地面
積

資源消
費量と
廃棄物

対策コ
スト

ランニ
ングコ
スト

雇用の
創出

企業価
値

工期と
その柔
軟性

交通量 法令順
守

地域景
観への
寄与

意思決
定への
参画

生活環
境の変
化

各側面の評価

ガイドラインは、来年度に作成・配布予定

合理的な対応の事例集（イメージ）



４．操業中の調査・対策
促進の取組み
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汚染の予防・早期発見・早期対策の促進
⇒土壌汚染対策アドバイザー制度の充実

法・条例の改正を踏まえた中小ガイドラインの改訂

○法や条例において調査実施の契機は廃止後を基本とし
ているが、本来汚染の拡散を防ぐために、土壌汚染対策
は事業を継続しながら早期に実施することが望ましい。

○例えば、事業拡大等のタイミングに合わせ、重篤な汚
染だけでも早期に自主対策を行うことなどが考えられる。

操業中の調査・対策の必要性
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 操業中の土壌汚染対策について、より的確な助言を受けるために、中小
事業者の希望によりアドバイザーが簡易調査を実施。

 廃止後に義務付けられている法定調査とは異なる。
 簡易調査の結果は、事業者による操業中の化学物質の自主管理（新たな

漏えい防止や操業中からの計画的な土壌汚染対策など）に活用。

工場等の操業中におけるアドバイザー派遣

34
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簡易調査 法定調査

・重篤な汚染だけでも把握し、早
期に対策できる。

・施設廃止時に行う調査におい
て、簡易調査の結果や対策を地
歴として利用できる可能性があ
る。

・法令に基づいた調査・対策を
実施することが可能。

・条例第116条の２や法第14条
申請により報告し、さらに法令
の規定による措置＋浸透防止
策を行えば、施設廃止時調査が
免除となる場合がある。

改正条例第116条の２の概要
有害物質取扱事業者は、当該工場又は指定作業場の敷地
内の汚染状況調査を実施したときは、その結果を知事に報告
することができる。

操業中に対策を実施するための適切な調査方法
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操業中の工場における早期の対応のメリット・重要性

＜中小ガイドライン改訂内容＞
• 法・条例改正事項のわかりやすい解説
• 操業中からの早期対策・合理的な対策事例の充実



ご清聴ありがとうございました。


